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「大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業」への協力について 

 

 

平素より本市学校教育にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

今年度、大阪市総合教育センターが実施いたします「大阪市非認知能力調査に係る試験実施事業」にお

いて、本校が協力校として参加し、次のとおり非認知能力の測定を実施いたします。 

 

記 

 

  １ 目的  

非認知能力を測定し、「学びに向かう力、人間性等」（＝非認知能力）を客観的に把握するこ

とで、エビデンス（客観的な根拠）に基づき、教育活動を改善していくための方策を検証しま

す。 

 

 ２ 実施時期 

     令和７年 10月から令和８年３月（この間に２回測定を実施） 

 

  ３ 非認知能力の概要 

学習指導要領では「知識及び技能」や「思考力・判断力・表現力等」の認知能力と、「学びに

向かう力・人間性等」（＝非認知能力）を学校教育の中でバランスよく育成することが求められ

ており、主に「目標の達成」「他者との協働」「感情のコントロール」等のスキルが非認知能力

にあたるとされています。 

今回測定された個人の結果は、事業者によって個票にまとめられ、お子様を通じてお返しい

たします。 

 

４ その他 

結果や個人情報の取扱いについては、厳重に管理し、事業終了後に破棄します。 


